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七

規
　
　
　
則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
八
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
証
、
組
合
員
証
又
は
加
入
者
証
（
以
下
「
被
保
険
者
証
等
」
を
「
被

保
険
者
、
被
扶
養
者
、
組
合
員
又
は
加
入
者
の
資
格
に
係
る
情
報
が
確
認
で
き
る
書
類
（
以
下
「
資
格

確
認
書
等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ト
中
「
被
保
険
者
証
等
」
を
「
資
格
確
認
書
等
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
ホ
中
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
（
以
下
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
を
「
特
定
疾
病
の
療
養
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
以
下
「
特
定
疾
病
療
養
確
認
書
類
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号

ニ
中
「
限
度
額
適
用
認
定
証
又
は
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
以
下
「
限
度
額
適
用
認

定
証
等
」
を
「
医
療
保
険
各
法
に
基
づ
き
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
（
以
下
単
に
「
医
療
保
険
」
と
い

う
。
）
の
自
己
負
担
限
度
額
の
適
用
区
分
が
記
載
さ
れ
た
書
類
（
以
下
「
限
度
額
適
用
区
分
確
認
書

類
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
「
医
療
保
険
の
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
た

書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
を
「
特
定
疾
病
療
養
確
認
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
限
度
額
適
用
認
定
証
等
」
を
「
限
度
額
適
用
区
分
確
認
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

４　

前
三
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
確
認
が
で
き
る
場
合
は

提
示
を
要
し
な
い
。
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改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
又
は
高

齢
受
給
者
証
を
所
持

」
を
「70歳

以
上
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

」
に
、
「健

康
保
険
証

」

を
「医

療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
裏
中
「必

ず

」
を
削
り
、
「保

険
証

（高
齢
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
は
、
保
険
証
と
と
も
に
高
齢
受
給
者
証

）
」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
健
康
保
険
若
し
く
は

介
護
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
改
め
、

「⑶

	　

後
期
高
齢
者
医
療
又
は
高
齢
受
給
者
証
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
な
っ
た
と
き

（な
お
、
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
も
手
続
が
必
要
で
す
。

）。

　

」
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
裏
中
「保

険
証

（高
齢
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
保
険
証
及
び

高
齢
受
給
者
証

）
」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
医
療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
、

「後
期
高
齢
者
医
療
又
は
高
齢
受
給
者
証
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

（受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
も
手
続
が
必
要
で
す
。

）
」
を
「医

療
保
険
の
種
類
や
記
号
・
番
号

が
変
わ
っ
た
と
き

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
裏
中
「必

ず
こ
の

」
を
「こ

の

」
に
、
「保

険
証
及
び
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

（高
齢
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
保
険
証
及
び
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
と
と
も
に
高
齢

受
給
者
証

）
」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
医
療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
改
め
、

「⑶
	　

後
期
高
齢
者
医
療
又
は
高
齢
受
給
者
証
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

　
　
に
な
っ
た
と
き

（な
お
、
受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
も
手
続
が
必
要
で
す
。

）。

」
を
削
り
、

「特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
変
更
手
続

」
を
「特

定
疾
病
の
療
養
が
必
要
で
あ
る
旨
の
手
続

」
に
改
め

る
。別

記
第
二
十
一
号
様
式
裏
中
「必

ず

」
を
削
り
、
「保

険
証
を

」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は

医
療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類
を

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
裏
中
「必

ず

」
を
削
り
、
「保

険
証
を

」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は

医
療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類
を

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
、

「⑶

	　

後
期
高
齢
者
医
療
又
は
高
齢
受
給
者
証
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

第
十
三
条
第
一
項
の
表
一
の
項
中
「
被
保
険
者
証
」
を
「
資
格
確
認
書
等
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項

中
「
被
保
険
者
証
等
」
を
「
資
格
確
認
書
等
」
に
、
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
を
「
特
定
疾
病
療
養

確
認
書
類
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
を
「
特
定
疾
病
療
養
確
認
書
類
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
医
療
費
助
成
の
額
の
欄
中
「
医
療
保
険
者
（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医

療
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
発
行
す
る
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
所
得
額
」
を
「
医
療
保
険

の
自
己
負
担
限
度
額
」
に
、
「
医
療
保
険
者
が
発
行
す
る
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
所
得
額
」
を
「
医

療
保
険
の
自
己
負
担
限
度
額
」
に
、
「
医
療
保
険
者
が
発
行
す
る
高
齢
受
給
者
証
」
及
び
「
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
」
を
「
医
療
保
険
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
又
は
高

齢
受
給
者
証
を
所
持

」
を
「70歳

以
上
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

」
に
、
「特
定
疾
病
療
養

受
療
証

」
を
「特

定
疾
病
の
療
養
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中

「

 

」
を

「

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
三
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
又

は
高
齢
受
給
者
証
を
所
持

」
を
「70歳
以
上
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
四
か
ら
第
二
号
様
式
の
六
ま
で
の
規
定
中

「

 

」
を

「

 

」
に
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を
「医

療
保
険
の
自
己
負
担
限
度
額
が
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
一
号
様
式
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
又

は
高
齢
受
給
者
証
を
所
持

」
を
「70歳

以
上
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
二
号
様
式
中
「保

険
証

の
変

更

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
に

関
す
る
情
報
の
変
更

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中

「

 

」
を

「

 

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中

「
 

」
を

「

 
 

」
に

　
　
な
っ
た
と
き
。

　
⑷

	

　
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
表
第
５
の
階
層
区　
　

を

　
　
分
が
変
更
に
な
っ
た
と
き

（満
20歳

未
満
の
方
を
除
く
世
帯
全
員
に
つ
い
て
、
市
町
村

　
　
民
税
課
税
額
を
証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「⑶　
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
表
第
５
の
階
層
区

　
　
分
が
変
更
に
な
っ
た
と
き

（満
20歳

未
満
の
方
を
除
く
世
帯
全
員
に
つ
い
て
、
市
町
村　
　

に
改

　
　
民
税
課
税
額
を
証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
裏
中
「必

ず
」
を
削
り
、
「保

険
証
及
び

」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又

は
医
療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類
及
び

」
に
、
「保

険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
改
め
、

「⑶

　

後
期
高
齢
者
医
療
又
は
高
齢
受
給
者
証
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

　
　

た
と
き
。

　
⑷

　

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
表
第
５
の
階
層
区
分
が

　

を

　
　

変
更
に
な
っ
た
と
き

（満
20歳

未
満
の
方
を
除
く
世
帯
全
員
に
つ
い
て
、
市
町
村
民
税
課
税

　
　

　
　

年
額
を
証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「⑶

　

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
表
第
５
の
階
層
区
分
が

　

　
　

変
更
に
な
っ
た
と
き

（満
20歳

未
満
の
方
を
除
く
世
帯
全
員
に
つ
い
て
、
市
町
村
民
税
課
税

　

に

　
　
年
額
を
証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「特
定
疾
病
療
養
受
療
証

」
を
「特

定
疾
病
の
療
養
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
中
「健

康
保
険
証
等

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、

「

 

」
を

「

 

」
に
、

「被
保
険
者
証
等

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
、
「限

度
額
適
用
認
定
証
等

」
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◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
四
号
中
「
被
保
険
者
証
等
（
医
療
保
険
各
法
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
証
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
二
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
及
び
被
扶
養
者
証
を
含
む
。
）
、
組
合
員
証
又
は
加
入
者
証
を
い
う
。
）
」
を
「
被
保
険
者
、

被
扶
養
者
、
組
合
員
又
は
加
入
者
の
資
格
に
係
る
情
報
が
確
認
で
き
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
を
い
う
。
」
の
下
に
「
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
番
号
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
の
確
認
が
で
き
る
場
合
は
提

示
を
要
し
な
い
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
一
号
様
式
の
三
様
式
表
ま
で
の
規
定
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、

「後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
又
は
高
齢
受
給
者
証
を
所
持

」
を
「70歳

以
上
又
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
及
び
第
二
号
様
式
の
三
中

「

 

」
を

「
 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「
（退

職
被
保
険
者

）
」
を
削
り
、
「後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
又
は
高

齢
受
給
者
証
を
所
持

」
を
「70歳

以
上
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

」
に
、
「被

保
険
者
証
、

組
合
員
証
又
は
加
入
者
証

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
中

「

 

」
を

「

 
 

」
に

改
め
、
「・

歯
科
３

」
を
削
る
。

別
記
第
三
十
八
号
様
式
裏
及
び
第
三
十
九
号
様
式
裏
中
「保
険
証
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等

」
を

「マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
医
療
保
険
の
資
格

（限
度
額
の
区
分
を
含
む
。

）を
確
認
で
き
る
書

類

」
に
、
「被

保
険
者
証

」
を
「医

療
保
険

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
及
び
第
四
十
号
の
二
様
式
表
中
「被

保
険
者
証

」
を
「医

療
保
険

」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の

助
成
に
関
す
る
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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「

 

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
裏
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
十
八
号
様
式
の
改
正

規
定
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
様
式
（
こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に

残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
三
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の
区

域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
付
け
で
同
法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
東
京
都
市
計
画
都
市
再
生
特
別
地
区
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
池
袋
駅
西
口
地

区
）

追
加
す
る
部
分

　
	

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
及
び
西
池
袋
三

丁
目
各
地
内

別
記
第
九
号
様
式
裏
中
「保

険
証

（高
齢
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
保
険
証
及
び
高

齢
受
給
者
証

）
」
を
「マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
又
は
医
療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
面

」
に
、

「保
険
証
の

」
を
「医

療
保
険
の

」
に
改
め
、

「⑷　
後
期
高
齢
者
医
療
又
は
高
齢
受
給
者
証
に
よ
る
医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
な
っ
た
と
き

（受
給
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
も
手
続
が
必
要
で
す
。

）。

　
　
　
　

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「健

康
保
険
証
等

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
を
確
認
で
き
る
書
類

」
に
改
め

る
。別

記
第
十
四
号
様
式
中
「保

険
証

の
変

更

」
を
「医

療
保
険
の
資
格
に
関

す
る
情
報
の
変
更

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中

「

 

」
を

「

 
 

」
に

に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
中

「

 

」
を
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令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日

告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
一
、
二
三
八

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
五
、
二
三
五

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
渋
谷
駅
桜
丘
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
六
号

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の

六
の
六
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
貸
金
業
者

の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
こ
と
を
告
示
す

る
。な

お
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
貸
金
業

者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
貸
金
業

者
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
と
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

商
号
又
は
名
称

Ｃ
ｒ
ｅ
ｚ
ｉ
ｔ
株
式
会
社

二　

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
氏
名
）

矢
部　

寿
明

三　

主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

港
区
六
本
木
七
丁
目
十
四
番
二
十
三
号　

ラ
ウ
ン
ド
ク
ロ
ス
六

本
木
五
階　

ク
ロ
ス
オ
フ
ィ
ス
六
本
木
五
二
〇

四　

登
録
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
三
一
七
七
〇
号

五　

登
録
年
月
日

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
四
十
四
号

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
国
家
戦

略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
を
定
め
た
同
法
第
八
条
第
一
項
の

区
域
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
付
け
で
同
法
第
九

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
東
京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
高
速
鉄
道

　

第
四
号
線

　

本
線

変
更
す
る
部
分

　

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
地
内

　

第
八
号
線

　

本
線

変
更
す
る
部
分

　

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
地
内

　

第
十
三
号
線

変
更
す
る
部
分

　

豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
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「法

」と
い
う
。

）第
11条

第
１
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
行

政
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法

（平
成
５
年
法
律
第
88号

）第
13

条
第
１
項
及
び
法
第
12条

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
開
に
よ
る
聴

聞
を
次
に
よ
り
行
う
。

令
和
６
年
11月

11日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　
廣　

瀨　
道　

明

記

１　
日
時

令
和
６
年
11月

19日

（火
曜
日

）　

午
前
９
時
30分
開
始

２　
場
所

千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
１
番
１
号

警
視
庁
本
部
内　
東
京
都
公
安
委
員
会
聴
聞
会
場

３　
被
聴
聞
者
の
住
所
及
び
氏
名

江
戸
川
区
東
葛
西
九
丁
目
３
番
14

―403号

吉
𣘺　

弘
之

板
橋
区
選
挙
区

146,260	

練
馬
区
選
挙
区

170,406	

足
立
区
選
挙
区

162,210	

葛
飾
区
選
挙
区

128,174	

江
戸
川
区
選
挙
区

159,758	

八
王
子
市
選
挙
区

145,611	

立
川
市
選
挙
区

51,936	

武
蔵
野
市
選
挙
区

41,525	

三
鷹
市
選
挙
区

52,969	

青
梅
市
選
挙
区

37,109	

府
中
市
選
挙
区

72,491	

昭
島
市
選
挙
区

31,788	

町
田
市
選
挙
区

120,622	

小
金
井
市
選
挙
区

34,557	

小
平
市
選
挙
区

53,924	

日
野
市
選
挙
区

52,540	

西
東
京
市
選
挙
区

57,182	

西
多
摩
選
挙
区

68,211	

南
多
摩
選
挙
区

67,406	

北
多
摩
第
一
選
挙
区

85,768	

北
多
摩
第
二
選
挙
区

57,301	

北
多
摩
第
三
選
挙
区

90,113	

北
多
摩
第
四
選
挙
区

53,601	

島
部
選
挙
区

6,625	

告
　
　
　
示
（
公
）

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
385号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

（昭
和
33年

法
律
第
６
号
。
以
下

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

18,390	

中
央
区
選
挙
区

48,937	

港
区
選
挙
区

69,341	

新
宿
区
選
挙
区

91,692	

文
京
区
選
挙
区

62,400	

台
東
区
選
挙
区

58,880	

墨
田
区
選
挙
区

80,170	

江
東
区
選
挙
区

138,760	

品
川
区
選
挙
区

114,507	

目
黒
区
選
挙
区

78,636	

大
田
区
選
挙
区

170,708	

世
田
谷
区
選
挙
区

195,856	

渋
谷
区
選
挙
区

64,615	

中
野
区
選
挙
区

95,086	

杉
並
区
選
挙
区

148,100	

豊
島
区
選
挙
区

77,231	

北
区
選
挙
区

97,223	

荒
川
区
選
挙
区

57,690	
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